
先着順

遺言書を作って
法務局に預けませんか？

自筆証書遺言書保管制度

🍀相談会開催します🍀

🗻🗻富士市にお住まいの皆様へ🗻🗻

令和６年１月１８日（木）１４：００～１６：００
令和６年１月２２日（月）１４：００～１６：００
令和６年１月２４日（水）９：００～１１：００

富士会場（静岡地方法務局富士支局３階総務課内相談室）

事前予約制

令和６年１月９日
予約受付開始

法務局担当者が、制度の内容や手続についてご説明し、ご質問
にお答えします。
相談会に参加できない方には、資料の配付や説明を行っていま
すので、まずは、お電話でお問い合わせください。
富士宮市（会場：富士宮市役所）でも出張相談会を行います。

🐤お問合せ、ご予約は🐤
静岡地方法務局富士支局総務課
8：30～17：15（土日祝日、年末年始を除く）

TEL.０５４５－５３－１２００
（音声案内４番）

令和６年４月１日から
相続登記の申請義務化
がスタートします！

遺言書保管制度
について→

🌺開催日等🌺

参加無料


